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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医用撮像装置から得られる骨不含医用画像（６２）において主血管に初期点を配置し、
前記主血管を出発点として分岐点（６８）及び枝（６６）を識別し、
開始節点及び終了節点を結ぶ各々の経路を解析し、
前記主血管から出た各々の枝の隣接グラフを構築して、
前記隣接グラフを用いて予め決められた規準に従って前記血管を通る経路を選択して表示
するように構成されており、
前記予め選択された規準は、最小の最大曲率及び最大累積径から成る群から選択される少
なくとも一つの要素を含んでいる、コンピュータ・システム。
【請求項２】
医用撮像装置を制御するコンピュータ（３６）又はワークステーションであって、さらに
、内部に血管を有する容積を含む再構成される画像データを得るように前記医用撮像装置
を動作させるように構成されており、さらに、前記骨不含医用画像（６２）を形成するた
めに前記再構成される画像データに骨除去ルーチンを適用するように構成されている請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
前記医用撮像装置は計算機式断層写真法（ＣＴ）イメージング・システム（１０）であり
、前記内部に血管を有する容積は、大動脈容積を含む容積であり、前記主血管は大動脈（
６４）である、請求項２に記載のシステム。
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【請求項４】
前記再構成される画像データは三次元（３Ｄ）計算機式断層写真法（ＣＴ）腹部画像（６
０）である、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記内部に血管を有する容積は、大動脈容積を含む容積であり、前記主血管は大動脈（６
４）であり、
さらに、主血管に初期点を配置するために、容積解析ルーチンを用いて前記大動脈の最も
高い二次元（２Ｄ）スライスを見出して、最大の連結成分を求めるように構成されている
請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
分岐点（６８）を識別するために、ヘッセ型（Hessian）フィルタを適用して非血管様容
積を除去するように構成されている請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
分岐点（６８）を識別するために、ヘッセ型フィルタを適用して非血管様容積を除去する
ように構成されている請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
医用撮像装置から得られる骨不含医用画像において主血管に初期点を配置し、
前記主血管を出発点として分岐点（６８）及び枝（６６）を識別し、
前記主血管から出た各々の枝の隣接グラフを構築して、
前記隣接グラフを用いて予め決められた規準に従って前記血管を通る経路を選択して表示
することをプロセッサに指令するように構成されている命令を記録し、
前記予め選択された規準は、最小の最大曲率及び最大累積径から成る群から選択される少
なくとも一つの要素を含んでいる、機械読み取り可能な媒体。
【請求項９】
前記命令は、さらに、距離マップを使用して前記隣接グラフを構築することをプロセッサ
に指令するように構成されている命令を含む、請求項８に記載の機械読み取り可能な媒体
。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には、血管枝を解析して表示する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　計算機式断層写真法（ＣＴ）画像からの血管の様々な枝の識別及びラベリングは、かか
る血管の解析及び診断のためにより有意義に用いられ得る筈の貴重な時間を掛けて行なわ
れ得る機械的作業である。
【０００３】
　血管枝をラベリングして解析する公知の手順は、表示器、及びマウス、トラックボール
又はキーボードのキーのような利用者用ポインティング・デバイスを有するコンピュータ
を用いて、画像において枝端の各々に相当する点を手動で配置することを含んでいる。こ
の選択の後に、コンピュータは、診断目的で各々の血管枝を表示するプログラムを実行す
る。
【０００４】
　例えば、様々な大動脈枝（例えば腹腔動脈、上腸間膜動脈、右腎動脈、左腎動脈、右外
腸骨動脈及び／又は左外腸骨動脈）から１枚のＣＴ画像を選択する。２Ｄ画像スライス又
は３Ｄ画像において点を配置する。利用者はポインティング・デバイスで開始点を配置し
、各々の枝を、枝の先端に点を配置することにより指定する。全ての点を配置した後に、
コンピュータは自動追跡ソフトウェア・ルーチンを実行する。このルーチンは開始点を残
りの枝点と結んで、血管内部の経路を辿る。
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【０００５】
次いで、血管解析のために各々の枝を様々な像（すなわち、３Ｄ像、管腔像、アキシャル
像及び斜方像）に表示する。これらの像は、最小径及び最大径のような定量的な血管情報
を提供して、画像への測定の適用を容易にする。
【特許文献１】米国特許第７３９７９４２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この手動式手順は、比較的時間浪費的であり、特に不慣れな利用者にとってはそうであ
る。さらに、血管枝の正確な末端に点を手動で配置するのは困難であるため、この手順は
最適な結果を生ずるとは限らない。結果として、かかる血管枝を完全に表示することがで
きない場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って、本発明の幾つかの構成は、血管画像を選択し且つ／又はラベリングする方法を
提供する。この方法は、医用撮像装置から得られる骨不含医用画像において主血管に初期
点を配置するステップと、主血管を出発点として分岐点及び枝を識別するステップとを含
んでいる。この方法はさらに、主血管から出た各々の枝の隣接グラフを構築するステップ
を含んでいる。この方法はまた、隣接枝を用いて予め決められた規準に従って血管を通る
最善の経路若しくは少なくとも好ましい経路を選択して表示するステップ、又は主血管の
枝をラベリングして表示するステップのいずれか又は両方を含んでいる。
【０００８】
　さらに他の観点では、本発明の幾つかの構成は、コンピュータ又はワークステーション
を提供する。このコンピュータ又はワークステーションは、医用撮像装置から得られる骨
不含医用画像において主血管に初期点を配置し、主血管を出発点として分岐点及び枝を識
別し、主血管から出た各々の枝の隣接グラフを構築するように構成されている。このコン
ピュータ又はワークステーションはまた、隣接枝を用いて予め決められた規準に従って血
管を通る最善の経路若しくは少なくとも好ましい経路を選択して表示し、且つ／又は主血
管の枝をラベリングして表示するように構成されている。
【０００９】
　さらにもう一つの観点では、本発明の幾つかの構成は、医用撮像装置から得られる骨不
含医用画像において主血管に初期点を配置し、主血管を出発点として分岐点及び枝を識別
することをプロセッサに指令するように構成されている命令を記録した機械読み取り可能
な媒体（１又は複数）を提供する。この命令はまた、主血管から出た各々の枝の隣接グラ
フを構築することをプロセッサに指令するように構成されている命令を含んでいる。また
、隣接枝を用いて予め決められた規準に従って血管を通る最善の経路若しくは少なくとも
好ましい経路を選択して表示し、且つ／又は主血管の枝をラベリングして表示することを
プロセッサに指令するように構成されている命令も含まれている。
【００１０】
　本発明の構成は、点の手動配置を必要とせずに、ＣＴ画像の様々な枝の高速の自動識別
及びラベリングを提供することが認められよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の幾つかの構成の技術的効果は、大動脈枝の視覚化を提供する自動式ワークフロ
ーを提供することを含む。また、本発明の幾つかの構成は、冠状血管のような他の血管の
自動解析を提供する。幾つかの構成における自動式ワークフローは、３Ｄ　ＣＴ画像から
の骨除去、動脈の各々の枝について開始点及び末梢点を正確に決定する容積解析、並びに
中心線及び血管定量化（すなわち最小径及び最大径）を表示するためのツリー（樹）解析
を提供し又は容易にする。骨除去は、本発明の幾つかの構成では公知の「auto bone」ル
ーチンを用いて提供され、ツリー解析は公知の自動追跡ルーチンによって提供される。
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【００１２】
　本発明の幾つかの構成は、血管樹容積（骨及び空気が除去されている）を入力として受
け入れて、全ての枝の末梢点を出力として生成する容積解析ルーチンを用いる。これらの
枝はまた、ラベリングされる。例えば、ある枝を腸骨動脈又は腎動脈等に属するものとラ
ベリングすることができる。
【００１３】
　幾つかの公知のＣＴイメージング・システム構成においては、放射線源がファン（扇形
）形状のビームを投射し、このビームは、デカルト座標系のＸＹ平面であって、一般に「
イメージング（撮像）平面」と呼ばれる平面内に位置するようにコリメートされる。放射
線ビームは、患者のような撮像対象を透過する。ビームは対象によって減弱された後に放
射線検出器のアレイに入射する。検出器アレイで受光される減弱した放射線ビームの強度
は、対象による放射線ビームの減弱量に依存している。アレイ内の各々の検出器素子が、
検出器の位置でのビーム減弱の測定値である別個の電気信号を発生する。全ての検出器か
らの減弱測定値を別個に取得して透過プロファイルを生成する。
【００１４】
　第三世代ＣＴシステムでは、放射線源及び検出器アレイは、放射線ビームが撮像対象と
交差する角度が定常的に変化するように撮像平面内で撮像対象の周りをガントリと共に回
転する。一つのガントリ角度での検出器アレイからの一群の放射線減弱測定値すなわち投
影データを「ビュー」と呼ぶ。対象の「走査（スキャン）」は、放射線源及び検出器が１
回転する間に様々なガントリ角度すなわちビュー角度において形成される一組のビューを
含んでいる。
【００１５】
　アキシャル・スキャン（軸方向走査）では、投影データを処理して、対象を通して得ら
れる二次元スライスに対応する画像を再構成する。一組の投影データから画像を再構成す
る一方法に、当業界でフィルタ補正逆投影法と呼ばれるものがある。この方法は、走査か
らの減弱測定値を「ＣＴ数」又は「ハンスフィールド単位」と呼ばれる整数へ変換し、こ
れらの整数を用いて表示装置上の対応するピクセルの輝度を制御する。
【００１６】
　全走査時間を短縮するために、「ヘリカル」・スキャン（螺旋走査）を行なうこともで
きる。「ヘリカル」・スキャンを行なうためには、患者を移動させながら所定数のスライ
スのデータを取得する。かかるシステムは、１回のファン・ビーム・ヘリカル・スキャン
から単一の螺旋を生成する。ファン・ビームによって悉く写像された螺旋から投影データ
が得られ、投影データから各々の所定のスライスにおける画像を再構成することができる
。
【００１７】
　本書で用いる場合には、単数形で記載されており単数不定冠詞を冠した要素またはステ
ップとの用語は、排除を明記していない限りかかる要素又はステップを複数備えることを
排除しないものと理解されたい。さらに、本発明の「一実施形態」、「一構成」若しくは
「幾つかの構成」に対する参照、又は類似の参照は、所載の特徴を同様に組み入れている
追加の実施形態の存在を排除しないものと解釈されたい。
【００１８】
　また、本書で用いられる「画像を再構成する」との表現は、画像を表わすデータが生成
されるが可視画像は形成されないような本発明の実施形態を排除するものではない。従っ
て、本書で用いられる「画像」との用語は、可視画像及び可視画像を表わすデータの両方
を広く指す。但し、多くの実施形態は少なくとも１枚の可視画像を形成し（又は形成する
ように構成されており）、表示される可視画像の形成は本発明の幾つかの構成の技術的効
果となっている。
【００１９】
　図１は、ＣＴイメージング・システム１０の見取り図である。図２は、図１に示すシス
テム１０のブロック模式図である。本発明の幾つかの構成では、計算機式断層写真法（Ｃ
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Ｔ）イメージング・システム１０が、「第三世代」ＣＴイメージング・システムに典型的
なガントリ１２を含むものとして示されている。ガントリ１２は放射線源１４を有し、放
射線源１４は、Ｘ線のコーン・ビーム１６をガントリ１２の反対側に設けられている検出
器アレイ１８に向かって投射する。
【００２０】
　検出器アレイ１８は、複数の検出器素子２０を含む複数の検出器横列（図示されていな
い）によって形成されており、検出器素子２０は一括で、患者２２のような対象を透過し
た投射Ｘ線ビームを感知する。各々の検出器素子２０は、入射放射線ビームの強度を表わ
し従って対象又は患者２２を透過する際のビームの減弱を表わす電気信号を発生する。マ
ルチ・スライス検出器１８を有するイメージング・システム１０は、対象２２の容積を表
わす複数の画像を形成することが可能である。これら複数の画像の各々の画像が、容積の
別個の「スライス」に対応している。スライスの「厚み」又はアパーチャは、検出器横列
の厚みに依存している。
【００２１】
　放射線投影データを取得するための１回の走査の間に、ガントリ１２及びガントリ１２
に装着されている構成部品は回転中心２４の周りを回転する。図２は、検出器素子２０の
単一の横列（すなわち検出器横列１列）のみを示している。しかしながら、マルチ・スラ
イス検出器アレイ１８は、１回の走査中に複数の準平行スライス又は平行スライスに対応
する投影データが同時に取得され得るように検出器素子２０の複数の平行な検出器横列を
含んでいる。
【００２２】
　ガントリ１２の回転及び放射線源１４の動作は、ＣＴシステム１０の制御機構２６によ
って制御される。制御機構２６は、放射線制御器２８とガントリ・モータ制御器３０とを
含んでおり、放射線制御器２８は放射線源１４に電力信号及びタイミング信号を供給し、
ガントリ・モータ制御器３０はガントリ１２の回転速度及び位置を制御する。制御機構２
６内に設けられているデータ取得システム（ＤＡＳ）３２が検出器素子２０からのアナロ
グ・データをサンプリングして、後続の処理のためにこのデータをディジタル信号へ変換
する。画像再構成器３４が、サンプリングされてディジタル化された放射線データをＤＡ
Ｓ３２から受け取って高速画像再構成を実行する。再構成された画像はコンピュータ３６
への入力として印加され、コンピュータ３６は大容量記憶装置３８に画像を記憶させる。
【００２３】
　コンピュータ３６はまた、キーボード、及び／又はマウスのようなポインティング・デ
バイスを有するコンソール４０を介して操作者から指令及び走査用パラメータを受け取る
。付設されている陰極線管表示器又は他の適当な表示装置４２によって、操作者は、再構
成された画像及びコンピュータ３６からのその他のデータを観測することができる。操作
者が供給した指令及びパラメータはコンピュータ３６によって用いられて、ＤＡＳ３２、
放射線制御器２８及びガントリ・モータ制御器３０に制御信号及び情報を供給する。加え
て、コンピュータ３６は、電動式テーブル４６を制御するテーブル・モータ制御器４４を
動作させて、患者２２をガントリ１２内で配置する。具体的には、テーブル４６は患者２
２の各部分をガントリ開口４８を通して移動させる。
【００２４】
　一実施形態では、コンピュータ３６は、フレキシブル・ディスク又はＣＤ－ＲＯＭのよ
うなコンピュータ読み取り可能な媒体５２からの命令及び／又はデータを読み取る装置５
０、例えばフレキシブル・ディスク・ドライブ又はＣＤ－ＲＯＭドライブを含んでいる。
他の実施形態では、コンピュータ３６はファームウェア（図示されていない）に記憶され
ている命令を実行する。一般的には、図２に示すＤＡＳ３２、再構成器３４及びコンピュ
ータ３６の少なくとも一つに設けられているプロセッサが以下に記載する工程を実行する
ようにプログラムされている。言うまでもなく、この方法はＣＴシステム１０での実施に
限定されておらず、イメージング・システムのその他多くの形式及び変形、又はスタンド
・アロン型コンピュータ・システム及びワークステーション、又は網に結合されたワーク
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ステーションと共に用いることができる。一実施形態では、コンピュータ３６は、本書に
記載する作用を果たすようにプログラムされており、従って、本書で用いられるコンピュ
ータとの用語は当技術分野でコンピュータと呼ばれている集積回路のみに限らず、コンピ
ュータ、プロセッサ、マイクロコントローラ、マイクロコンピュータ、プログラマブル論
理コントローラ、特定応用向け集積回路、及び他のプログラム可能な回路を広く指す。ま
た、本書に記載する方法は医療環境において記載されているが、産業環境又は運輸環境、
例えば限定しないが空港若しくは他の輸送拠点での手荷物走査用ＣＴシステム等で典型的
に用いられるシステム等のような非医用イメージング・システムにおいても本発明の利点
が得られると思量される。
【００２５】
　本発明の幾つかの構成では、図３の流れ図１００を参照して述べると、本発明の技術的
効果は次のようにして達成される。すなわち、ステップ１０１において、操作者が先ずイ
メージング・システム１０で患者２２を走査して、大動脈容積を含む再構成される画像デ
ータを得る。（所載の例は大動脈血管を選択してラベリングすることに関わっているため
、本書では大動脈容積を取り上げる。例えば、他の血管を選択し且つ／又はラベリングし
たい場合には、これら他の血管に適した容積を走査する。）ステップ１０１によって形成
される３Ｄ　ＣＴ腹部画像６０の一例を図４に示す。ステップ１０２では、任意の公知の
適当な骨除去ルーチンを用いて、図５に示すもののような骨不含画像６２を形成する。次
に、ステップ１０４では、容積解析ルーチン１０３が大動脈６４（又は適当な場合には他
の主血管）に初期点を配置する。さらに具体的には、ステップ１０４で初期点を見出す動
作は、幾つかの構成では、大動脈の最も高い２Ｄスライスを見出して、最大の連結成分を
求めることにより、「きれいな」大動脈（周囲に他の小物体が存在しない）から実行され
る。初期点はこの連結成分の中心である。
【００２６】
　ステップ１０６では、主大動脈６４を出発点として枝６６と共に分岐点を識別する。主
大動脈６４の画像の一例を図６に示し、主大動脈を出発点とする枝６６（但しその全てが
ラベリングされている訳ではない）を図７に示す。分岐点の識別（図８に孤立的に示す分
岐点６８のようなもの）が、数学的モルフォロジ手法を用いて、ヘッセ型（Hessian）フ
ィルタを適用して両腎臓のような非血管様容積を除去して実行される。次に、ステップ１
０８では、容積解析ルーチン１０３によって、主大動脈６４から出た各々の枝６６から隣
接グラフを構築する。例えば、本発明の幾つかの構成では、図９に示すもののような距離
マップ７０から隣接グラフを生成する。距離マップ７０の原点は１個の分岐点である（但
し、必ずしも図８に示すものではない）。隣接グラフは、容積、さらに具体的には、血管
の特性を表わす堅牢で且つ迅速な方法として用いられる。隣接グラフを構築するために、
ソフトウェアはプロセッサに指令して、枝の距離マップを計算させる。この計算の結果と
して、各々の節点（ノード）が一定範囲の距離に属する点として表わされる。
【００２７】
　一旦、隣接グラフが決定されたら、開始節点と終了節点とを結ぶ各々の経路が解析され
る。さらに具体的には、ステップ１１０において、各々の枝の隣接グラフについて、その
特性に応じて最善の副分枝（sub-branch）が選択される。最善の副分枝を選択するのに用
いられる予め選択された規準としては、幾つかの構成では、枝の径（太い枝の経路を最も
辿り易くする）、及び枝の曲率（最小の彎曲を有する副分枝を好ましいものとする）等が
ある。例えば、図１０を参照して述べると、本発明の様々な構成では、経路７４よりも経
路７２が好まれて選択される。さらに具体的には、各々の経路について、各々の節点の平
均径を用いて累積径を算出する。好まれる経路は、最大累積径を有する経路である。また
、本発明の幾つかの構成では、各々の可能な経路について、最大曲率が決定される。各々
の節点の平均径は、デルタ容積での点の数から、デルタ距離を既知として直接算出される
。節点の中心は、デルタ容積の重心として決定され、局所的な曲率は３個の点（節点の中
心を含む）を用いて算出される。好まれる経路は、最小の最大曲率を有する経路である。
幾つかの構成では、累積径及び最大曲率を正規化し加重して、最も好まれる経路又は「最
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善の」経路を決定する。この「最善の」経路は、本発明の幾つかの構成では、視覚的に示
されて（例えば彩色された線によって）表示装置に表示される。次いで、予め選択された
規準を用いて、最善の経路又は少なくとも好ましい経路を選択する。
【００２８】
　ステップ１１２では、大動脈の様々な枝にラベリングする。ソフトウェア・ルーチン１
０３は、局所的な節点配向及び全体的な枝配向を用いて各々の枝の名称を決定するように
構成されている。節点の配向は、幾つかの構成では、２個の連続した節点を結ぶベクトル
として決定される。これらの配向を先験的解剖学的モデルと比較して、この比較の結果と
して名称を決定する。ステップ１１４では、ラベル付き画像（例えば図１１の画像７６）
を表示する。（幾つかの構成では、最善の経路の表示及び枝画像のラベルを単一の画像と
して提供する。）さらに具体的には、本発明の幾つかの構成では、局所的な節点配向及び
一般的な枝配向を用いて、先験的解剖学的モデルを用いて様々な枝を分類する。例えば、
本発明の一構成では、腎動脈が本質的に水平に位置し、腸骨動脈がさらに実質的に垂直に
位置しているような解剖学的モデルを用いる。
【００２９】
　図３に示され本書で説明した処理ステップを実行することをプロセッサに指令するよう
に構成されているソフトウェア命令は、コンピュータ３６のファームウェア若しくは他の
メモリ、及び／又はコンピュータ読み取り可能な媒体（１若しくは複数）５２に存在し得
る。表示器４２を用いて操作者に対して画像を表示することができ、コンソール４０を操
作者によって用いてコンピュータ３６と対話し、例えばＣＴイメージング・システム１０
に指令して、患者２２を走査して再構成される画像データを得、且つ／又は容積解析ルー
チン１０３を開始することができる。また、イメージング・システム１０とは別個のコン
ピュータ・システム又はワークステーションでの処理に適したデータがイメージング・シ
ステム１０から供給される限りにおいて、本発明の工程はこれら別個のコンピュータ・シ
ステム又はワークステーションで実行され得ることが認められよう。
【００３０】
　このように、本発明の構成は、点の手動配置を必要とせずに、ＣＴ画像の様々な枝の高
速の自動識別及びラベリングを提供することが認められよう。また、大動脈解析との関連
で本発明を記載したが、本発明の構成は、大動脈血管の選択及びラベリングのみに限定さ
れておらず、また特定の生成法（すなわち技術）によるＣＴイメージング・システムを用
いることにも限定されていないことが認められよう（例えば電子ビームＣＴイメージング
・システムを用いることができる）。他の形式のイメージング・システム（例えばＭＲＩ
）も用いることができる。
【００３１】
　本発明を様々な特定の実施形態について記載したが、当業者であれば、特許請求の範囲
の要旨及び範囲内にある改変を施して本発明を実施し得ることを認められよう。また、図
面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易にするた
めに用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたものではない
。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載
事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】医用イメージング・システム、さらに具体的には、計算機式断層写真法イメージ
ング・システムの見取り図である。
【図２】図１の医用イメージング・システムのブロック模式図である。
【図３】本発明の幾つかの構成において、血管枝を選択し、ラベリングして表示するため
に実行される方法を表わす流れ図である。
【図４】図３の流れ図に表わされているステップにおいて図１のイメージング・システム
によって形成される３Ｄ　ＣＴ腹部画像の一例の図である。
【図５】図４の画像から形成される骨不含画像の図である。
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【図６】主大動脈の画像の図である。
【図７】主大動脈を出発点とした枝の画像の図である。
【図８】大動脈の枝の幾つかの分岐点の画像の図である。
【図９】本発明の幾つかの構成において用いられるものを表わしている距離マップの図で
ある。
【図１０】好まれる経路及び比較的好まれない経路の一例を示す大動脈の画像の図である
。
【図１１】大動脈及びその枝のラベル付き画像の図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　ＣＴイメージング・システム
　１２　ガントリ
　１４　放射線源
　１６　コーン・ビーム
　１８　マルチ・スライス検出器アレイ
　２０　検出器素子
　２２　対象又は患者
　２４　回転中心
　２６　制御機構
　２８　放射線制御器
　３０　ガントリ・モータ制御器
　３２　ＤＡＳ
　３６　コンピュータ
　３８　大容量記憶装置
　４０　コンソール
　４２　表示装置
　４４　テーブル・モータ制御器
　４６　電動式テーブル
　４８　ガントリ開口
　５０　装置
　５２　コンピュータ読み取り可能な媒体
　６０　腹部画像
　６２　骨不含画像
　６４　主大動脈
　６６　枝
　６８　分岐点
　７０　距離マップ
　７２　経路
　７４　経路
　７６　画像
　１００　流れ図
　１０１　ステップ
　１０２　ステップ
　１０３　容積解析ルーチン
　１０４　ステップ
　１０６　ステップ
　１０８　ステップ
　１１０　ステップ
　１１２　ステップ
　１１４　ステップ
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